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(２)平塚市への提出書類

【新規申請、継続申請、団体追加申請を行う場合に提出する書類】

◆事業体区分が法人、個人に関わらず提出する書類
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1
競争入札参加資格認定申請に関す
る代理人の委任状《代理申請のと
き》

○ ○ ○ ○
競争入札参加資格認定申請の手続を申請
者に代わって行政書士が行う場合に提出
していただく書類です。

・申請を委任して行う場合、必須とな
ります。

2

建設業許可申請書別表若しくは営
業所一覧表又は営業所一覧表（更
新）の写し《工事で受任者を置く
とき》

○

建設業許可申請書別表等で、受任者の方
の許可状況を確認するため必要となる書
類です。

・工事で受任者を置く場合、必須とな
ります。

3

入札契約に関する代理人の委任状
（受任者ごと）

○ ○ ○ ○

受任者を置く場合、受任者確認のため、
必要となる書類です。

令和５年度・６年度様式をお使いくださ
い。

・受任者を置く場合、必須となりま
す。
・受任者を複数置く場合は、受任者ご
とに必須となります。

4

建築士事務所登録通知書(写
し)(受任者分)【知事】《該当の
営業種目を申請するとき》

○

受任者が｢302建築設計｣について入札契約
事務を行う場合は、受任地において建築
士事務所登録をしていることが必要で
す。

・建設コンサルタント業の営業種目
「302建築設計」を申請する場合で、
受任者が「302建築設計」の入札契約
事務を行う場合のみ提出してくださ
い。
・なお、県と同じ受任者の場合は提出
は不要です。

5

平塚市税完納証明書（写し）《市
内に事業所がある（個人において
は居住している）とき》

○ ○ ○ ○

平塚市が発行する、平塚市税全般にわた
る完納証明書です。

平塚市税完納証明書の発行窓口は固定資
産税課　償却資産担当(電話:0463-21-
8768)です。

注：市税の納付又は口座振替の後、２週
間程度の内に証明書が必要な方は、納付
が確認できる領収書又は口座振替後に記
帳した通帳をお持ちください。特に市県
民税が特別徴収(給与天引き)の場合(納期
限は毎月１０日)、納付の確認に時間がか
かりますので、必要があれば事前にお問
い合わせください。
注：延滞金に未納がある場合、市税完納
証明書は発行されません。

・平塚市内に事業所がある（個人にお
いては居住している）場合、必須とな
ります。
・申請日から起算して、前３か月以内
に発行されたものを提出してくださ
い。
・鮮明であれば写しでの提出可。

（備　考）
○事業体区分が以下の場合

　経常JV　　　　　　－　項番１～３、５の書類のうち、条件に該当するものを提出してください。

　事業協同組合　　　－　同上
　官公需適格組合　　－　同上

項
番

提出書類名《該当条件》

業種区分

説　明 提出条件
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